
 

 

 

 

 

令和８年 第１回 

喜茂別町農業委員会総会 議事録 
（令和８年２月２５日 開催） 
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喜茂別町農業委員会  



喜茂別町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和８年２月２５日（水曜日）午後６時００分 開会 

午後６時３０分  閉会 

 

 

２．開催場所 喜茂別町役場 ２階 大会議室 

 

３．出席委員（８人） 

   会   長  ９番 前 田 昌 明   

   職務代理者  １番 行 天 雄 也 

   委   員  ２番 内 尾 勝 稔   

３番 小 熊 英 実 

          ４番 渡 辺 雄 一  

          ６番 鷹 羽 欣 司 

          ７番 越 後   功 

８番 小 出 浩一郎 

 

４．欠席委員（１人） 

  ５番 齊 藤 信 一 

    

５．議事日程 

 第１       会議録署名委員の指名 

   第２       会期の決定 

   第３ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

議案第１号 農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確認につ 

いて 

      議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

６．農業委員会事務局職員 

  事 務 局 長  齊 藤 修 二 

    係   長  大 平 菜 央 

    主   任  大 迫 尚 樹 

主   事  加 藤 美 空 

  



７．会議の概要 

 

・午後６時００分 開会 

議 長 

（前田会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長                       

 

 小出委員 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 定刻となりましたので、これより、令和８年第１回喜茂別町農業委員会総会を開催

いたします。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日、５番齊藤委員より欠席する旨の届出が提出されております。 

 本日の出席委員は９名中８名であり農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規

定により、総会が成立しておりますことをご報告します。 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

農業委員会会議規則第９条の規定に基づき、議長において、日程第１、会議録署名委

員の指名を行います。農業委員会会議規則第９条の規定に基づき、議長において鷹羽

欣二委員、越後功委員の両名を指名いたします。 

日程第２、会期の決定について、会期は本日１日といたします。 

 これにご異議ありませんか。 

【異議なしの声あり】 

異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたしました。 

日程第３、報告第１号、農地法第３条の３第１項の規定による届出について、を議題

といたします。事務局より説明願います。 

 

●報告第 1号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

農地法第３条の３第１項の規定による農地の権利取得の届出があり、これを受理し

たので報告いたします。 

（読み上げにより説明） 

取得した土地につきましては、次のページに報告第１号別紙詳細図を添付してあり

ますので、ご参照願います。 

なお、届け出のあった日は、令和８年１月２８日です。 

以上、報告第１号の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

何か、ご質問はございませんか。 

【挙手あり】 

８番、小出委員 

 

権利を取得した方は、どのような事由で取得したのかでしょうか。 

 

委員の質問にお答えいたします。 

相続による権利取得で、前所有者の配偶者です。 

 

他に何かありませんか。 

【なしの声あり】 

質問等がなければ、異議なしと認め、報告第１号は報告済みといたします。 

 



議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

  

  内尾委員 

 

 

 事務局 

 

 

 

 

 議 長 

  

 

 

 

 

 事務局 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 議案第１号、農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確

認について、を議題といたします。 

本件について、３件の申請がありましたので、１件ずつ審議したいと思います。 

はじめに番号１について、事務局より説明願います。 

 

●議案第１号 農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確認について 

議案第１号、農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確認について、

ご説明いたします。 

農地等の賃借権を合意解約した旨の通知書の提出があったので、通知の可否につい

てお諮りするものです。 

番号１についてご説明いたします。 

議案第１号別紙をご参照ください。 

（別紙により説明） 

当該農地の位置関係につきましては、議案第１号番号１別紙詳細図をご参照くださ

い。  

以上で、議案第１号番号１の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

何か、ご質問はございませんか。 

【挙手あり】 

２番、内尾委員 

 

先程の報告第 1 号で権利取得の報告が本日であり、議案第 1 号の権利の設定が 1 月

というのは、時系列的に適正な手続きでしょうか。 

 

委員の質問にお答えいたします。 

報告第 1 号の相続による権利の取得は、令和３年に既に取得しており、農業委員会

への届出が本年 1月 28日でした。議案第 1号の権利設定も全て 1月 28日の同日で設

定しているので、適正な手続きと認識しております。 

 

他に何かありませんか。 

【なしの声あり】 

質問等が無ければ、異議なしと認め、議案第１号番号１は議案のとおり承認いたし

ました。 

次に番号２、番号３について事務局より説明願います。 

 

番号２、番号３については相互に関連しておりますので一括してご説明いたします。 

議案第１号別紙をご参照ください。 

（別紙により説明） 

当該農地の位置関係につきましては、議案第１号番号２別紙詳細図をご参照くださ

い。 

以上で、議案第１号番号２、番号３の説明を終わります。 

 



議 長 

 

 

 

 

 

 越後委員 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 内尾委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

何か、ご質問はございませんか。 

【挙手あり】 

７番、越後委員  

 

番号２の対象地に隣接している字双葉９９番５の所有者はどなたでしょうか。 

 

後の議案に関係もしますが、松田氏の所有地であります。また、議案中の（株）グリ

ーンサムが賃借しています。 

 

他に何かありませんか。 

【挙手あり】 

２番、内尾委員 

 

２～３番の解約手続きについて、説明願います。 

 

委員の質問にお答えいたします。 

本契約については、間に中間管理機構が入っており、賃貸借を行っています。 

今回は、土地所有者が賃貸借契約を解除しましたので、同時に中間管理機構と賃借

人である（株）グリーンサム双葉の賃貸借契約も自動的に解除される手続きとしてい

ます。 

 

他に何かありませんか。 

【なしの声あり】 

質問等が無ければ、異議なしと認め、議案第１号番号２、３は議案のとおり承認いた

しました。 

日程第５ 議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について、を議題とい

たします。 

本件について、４件の申請がありましたので、１件ずつ審議したいと思います。 

はじめに番号１について、事務局より説明願います。 

 

●農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請について」ご説明いたします。 

 農地の権利の設定のため、農地法第３条第１項の規定による許可申請書の提出があ

ったので、許可の可否についてお諮りするものです。 

 番号１についてご説明いたします。 

議案第２号別紙をご覧ください。 

（別紙により説明） 

当該農地の位置につきましては、議案第１号番号１別紙詳細図のとおりですのであ

わせてご参照願います。 

 以上で議案第２号番号１の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 
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議 長 

 

 

 

 

  

 行天委員 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

小出委員 

これより質疑に入ります。 

何か、ご質問はございませんか。 

【なしの声あり】 

質問等が無ければ、異議なしと認め、議案第２号番号１は議案のとおり承認いたし

ました。 

次に番号２について、事務局より説明願います。 

 

 番号２についてご説明いたします。 

議案第２号別紙をご覧ください。 

（別紙により説明） 

当該農地の位置につきましては、議案第２号番号２別紙詳細図のとおりですのであ

わせてご参照願います。 

 以上で議案第２号番号２の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

何か、ご質問はございませんか。 

【挙手あり】 

１番、行天委員 

 

賃貸借の期間は何年でしょうか。 

 

委員の質問にお答えいたします。 

原則、１０年間を賃貸借期間としています。 

 

他に何かありませんか。 

【なしの声あり】 

質問等が無ければ、異議なしと認め、議案第２号番号２は議案のとおり承認いたし

ました。 

次に番号３について、事務局より説明願います。 

 

番号３についてご説明いたします。 

議案第２号別紙をご覧ください。 

（別紙により説明） 

当該農地の位置につきましては、議案第 1 号番号２別紙詳細図のとおりですのであ

わせてご参照願います。 

以上で議案第２号番号３の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

【挙手あり】 

８番、小出委員 

 

議案第１号から同じ農地の関連のため、手続きの流れを再度説明願います。 



事務局 

 

 

 

 

 

議 長 
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議 長 

 

 

 

 

行天委員 

 

事務局 

 

 

議 長 

委員の質問にお答えいたします。 

議案第１号では、中間管理機構に農地を賃貸している土地所有者が、当該農地を売

却したいとの意向のため、中間管理機構が関わっている賃貸借契約を解除し、売買が

可能な状態にし、本議案において、売買の手続きを進めたものです。また、周辺の農地

も譲受人の所有地のため、農地の集約化にも資するものと考えております。 

 

他に何かありませんか。 

【なしの声あり】 

質問等が無ければ、異議なしと認め、議案第２号番号３は議案のとおり承認いたし

ました。 

次に番号４について、事務局より説明願います。 

 

番号４についてご説明いたします。 

議案第２号別紙をご覧ください。 

（別紙により説明） 

当該農地の位置につきましては、議案第２号番号４別紙詳細図のとおりですのであ

わせてご参照願います。 

以上で議案第２号番号４の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

【挙手あり】 

１番、行天委員 

 

賃貸借の期間は何年でしょうか。 

 

委員の質問にお答えいたします。 

原則、１０年間を賃貸借期間としています。 

 

他に何かありませんか。 

【なしの声あり】 

質問等が無ければ、異議なしと認め、議案第２号番号４は議案のとおり承認いたし

ました。 

これで、本総会の議案審議はすべて終了いたしました。 

以上をもちまして、令和８年第１回喜茂別町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

・午後６時３０分閉会 

 

 

 

 

 

 

 



 上記総会議事録は事務局で作成したものではあるが、内容に正確であることを証する。 

 

 令和８年第１回喜茂別町農業委員会総会 

 

 令和 ８年 ３月２７日 

 

 

 

                喜茂別町農業委員会                  

  

会      長  前  田  昌  明 ○印  

 

会議録署名委員  鷹  羽  欣  二 ○印  

 

会議録署名委員   越  後     功 ○印  


